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I 間題の所在

本稿は, 戦後の新たな世界システムとして冷戦体制が確立していくな

かで, イギリスがそれに対応するためにとった世界戦略の展開過程を追

求する一環として. 脱植民地化=帝国の解体に伴つて, 帝国続治体制か

ら新コモンウ ェルス体制へと転換を図つた背景とその歴史的意義を明ら

かにすることを課題とする。
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脱植民地化に関する日本における研究がようゃく本格化してぃるが.
本稿も, その脱植民化=帝国の解体の過程を世界システムの再編との関

連において究明する作業の一つとして位置付けている ( l )。 これまでイギ

リスの支配体制が隆盛を誇つた20世紀初頭までに焦点を合わせた研究

が多かったが. 20世紀の基本構造であった冷戦体制が崩壊した今, そ

の歴史的展開と意義を問うことが要請されている (2)。 しかし. 米ソ体制

を中心に研究が進められる傾向があり . かっての世界システムの覇者で

あったイギリス帝国の解体過程に関心が払われてこなかったように思わ

れる (S )。

両大戦間期におけるイギリス帝国の解体は. 周知のごとく , 20世紀

初頭から次第に本格化し . 第一次世界大戦後のl926年のバルフオア報

告. そしてl930年帝国会議後に制定されたウ ェ ス ト ミ ン ス タ 一法Stat-
uteofWestminsterl93l (22&23Geo.5c4) の制定によって頂点に達した。

この法は. 王冠theCrownが, ブ リ テ ィ ッ シ ュ ・ コモンウ ェ ウス・オプ・

ネー ションズの自由な連合の象徴であり. そのメンバーは王冠に対する

共通の忠誠によって結合されること'the symbolof the free association of

the members of the British Commonwealth of Nations,united by a common

(') 渡辺昭一編 「帯国の終將とァメリカーアジア国際秩序の再福」 山川出版.
2006年。

l 2 )  最近の研究として次の研究が有益であろう。 Shigeru Akita and Nicholas White

eds.,The lnternational〇rderof Asia inthe l930sand l9SOs,Ashgate,2010.
lS l  先駆的研究として. 佐々木雄太 「「冷戰」 の発生とイギリス帝国の、l周落」 「大

分大学経済論集」 3 l -5 , l979年;木畑洋一 「帝国のたそがれ」 東京大学出版会.
l996年がある。 また近年の包括的な取り組みとして注目されるのは. 「イ ギ リ

ス帝国と2o 世紀」 シ リ ー ズであり. 当該期については. 北川勝彦編 「脱植民
地 化 と イ ギ リ ス'ill1国」 ミネルヴァ書房. 2009年と木畑洋一構 「現代世界とイ
ギ リ ス 帝 国」 ミネルヴァ書房,2007年である。脱植民地化の概念については.
木畑洋一「脱植民地化の語相」 「歴史と地理」 6 3 9号,20 l 0年。そのほか外交
史領域においては . 益田実, 「戦後イギリス外交と対ヨーロッバ政策」 ミネル

ヴァ書房. 2008年;小川浩之 「イギリス帝国から ョー ロッパ続合へ」 名古屋
大学出版会. 2008年も注日されよう。
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allegiance to the Crown'を規定し (4). 王冠に対する忠誠をもとに旧自治領

と本国との関係を明文化したものであったが. アイルランド国内の不満

を抑制するに至らなかったのみならず. 到底アジア植民地の自治を保証

するものでもなかった。アイルランドは, イギリス国王の外交権を認め

たl936年行政権限法Executive Authority (ExternalRelations)Act,l936の

廃止を望み. 戦時中には中立の立場を買いて. コモンウェルス諸国と一
線を画していた。 アジアにおいてもビルマが独立志向を強め, ジンナー

M. J「innahの率いるムスリム連盟との対立が極限に達していた時, イン

ドも, マハトマ ・ ガ ン ジ ー M. GandhiやネールR Nehruを中心にインド

国民会議派が 「完全なる独立」 を実現しようとしていた (S)。

インドの独立は, 戦後イギリスの政権が保守党から労働党に交代した

こ と で. 脱植民地化が加速し, 特使マ ウンテンバッテン卿Lord Mount-
battenの取り計らいでl947年8月l5日にようゃく達成したが. いまだ

自治領とぃう形での権限委譲にすぎなかった。 すなわち. この成果は,

戦前・戦中のイギリス政府とインド・ナショナリストとの間の長い交渉

の結果導き出された妥協点であったが, 「独立」 ィ ン ド と 新コモンウ ェ

ルス体制との関係は解決せず,最終決着はl950年l月26日のインド共

和国意法の発布まで待たなければならなかった。 l947年の 「独立」 達

成後, ネー ルは完全独立と共和制を志向する一方で. 共和制窓法のもと

(') StatuteofWestminsterl93l(22&23Goe.5c4),preamble.
(S )  この過程についての代表的文献として. N.Manserph ed,1 heTmnsfier of Power
l942-l94 7,vols. l 2 ; V:R Menon,TheTral ;sferof Powerin India,Princeton U.R,
l957; V.S.Rain,'IheLastPhaseof the Tlransferof Power inlndia,lndia,l990を挙げら
れ よ う。邦語文献では. と り あ え ず. 中村平治 「現代インドの政治史研究」
東京大学出版会. l 9 8 l年 ;松本三郎 「インドにおける権力移譲への一過 程 ( 1 )

(2)」 「法学研究」 (慶応大学). 35-6,35-8 , l 9 6 8 年 ; 竹 中 千 春 「「権力移讓」
への政治過程」 「東洋文化研究所紀要」 (東京大学)l0l ,1986年;四宮宏貴 「ク

リップ使節団の英印権力移讓交渉I-n」 「アジア経済」 l 9-6 , l 9-8 , l 978 年 ; 同,,

「l94S年シムラ会識」 「北海道大学文学部紀要」 43-2,l995年を参照。
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でのコモンウ ェルスへの残留を要望したのである。この決断をめぐって.
イギリス労働党政権とインド政府との激しぃ交渉が, コモンウ ェルス請

国. 特に旧自治領諸国を巻き込んで繰り広げられることになったため.
本稿は. インドのコモンウ ェルス残留をめぐって. イギリス本国, コモ

ンウェルス諮国. インドがそれぞれどのような思惑で対処したのか, そ

の交渉のプロセスを追求していく 。

と こ ろ で, インドのコモンウ ェルス残留に関する研究について. 国際

法における自治領の中立権の視点から取り上げたのが. 松田幹夫であ

る (6)。松田は, コモンウ ェルスの機能変化に着日し. イギリス王冠との

関係を追求する一環として. インド残留の問題を取り扱つている。中立

の意味を間う視点からイギリス王冠との制度的関係を追求した点は, 非

常に示唆的であるが,アイルランド問題に限定されているせいか, イ ン

ドの残留プロセス . 並びにその決定理由にっいての考察が十分とは言え

なぃ。他方. 歴史的過程を踏まえた研究として. 村上公敏と山崎利雄の

研究がある。 村上は. 権力移譲と残留の二つの問題に着日して検討して

おり , その概略を知る上で参考になったが, 史料の制約のためか. その

裏付けが十分にされていなぃ (7)。 また. 山崎は, 一次史料に基づき . イ

ンド側の視点からインド独立法が制定されるまでの過程を詳細に著して

い る た め. 非常に示唆的である。しかし. l947年インド独立法Indian

Independence Act l 947 ( l 0& l lGeo .6C30 )  の成立までが考察の中心と

な り. 残留問題を若干取り上げているものの, l947年独立以降の悄勢

にっいての検討が不十分となっている (8)。

( 6 )  松田幹夫 「国際法上のコモンウェルス」 北樹出版. l995年。
( 7 )  村上公敏 「インド独立に際しての 「権力識渡」 とコモンウェルス残留にっ

いて」 「法政論集」 (名古屋大学)22,l963年。
(°) 山崎利男 「l 947年インド独立法の研究(l )」 「東洋文化研究所紀要」 (東京

大学)l00,l986年。 インド・パキスタン分離独立に関する便利な資料集として.
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他方, 国外に日を向けると. 独立やコモンウ ェルス問題を取り扱つた

研究は数多く存在するが, インドの残存問題を扱つた研究は意外と少な

い。大きく分類すると. 3つの傾向があるように思える。 第 l は , 公文

書をもとにl940-50年代の同時代を検討した現状分析であり, マンサー

N.Manserghの研究が代表的である (9)。当時の政策の展開を知るうえで非

常に有益であるが,冷戦構造確立期の世界情勢との関連が希薄であった。

第 2 は. イギリス ・ コモンウ ェルスの視点から研究であり , ムーアR.J「.

Moore,やシンA.I. Singhなどの研究がある ( lo)。 インドの残留問題を検討

していることで, 非常に示唆を受けるが. ただその展開過程の考察が不

十分であり , 各コモンウ ェ ウ ス諸国の対応の変容過程が明白でなぃ。 第

3 は ,  インド側の視点から検討している研究であり. ブ レ ヒ ャ ー M.

Brecherがその代表であろう ( l l )。 l949年臨時コモンウ ェルス首相会識を

取扱つているが, インド側の主導性が強調されてしまぃ. イギリス側の

視点が希薄になっている。

こうした研究状況を踏まえながら,本稿は, 可能な限り コモンウ ェル

ス諸国の動向を視野に入れ, 冷戦構造の成立期において, イギリスが,

独立国インドを取組んで新コモンウ ェルス体制を再編 していく具体的展

中村平治編 「イン ド・パキスタン分離独立の視点研究I,een」 東京外国語大学.
昭和5l年がある。

(9) N.Manserph,S,la・vey,of B1nltishCom monwealthAlaairs,0xford U.R,l958; マンサー
の独自の視点からの抜粋であるが. Doc“mentsandSpee,chesonBritish Com mon-
wealthAlfair:s, l931- l 9 52,Vols. l -2,〇xfordU.R.,l953が有益である。

( lo) R.l. Moore,M akingthe NlewCom mon、̃,ealt11l,〇xford. l987;Anita Inder Singh,,,

'Keeping India in the Commonwealth:British Po「iticaland Military Aims, l947-49'
1lolm al of Contemporary History,20,l985;do,'Economic Consequences of lndia's
Position in the Commonwealth:the OfficialBritish Thinking inl949' l ndo-Britislll
Review, l l - l , l 984 ;

( l I )  MichaelBrechef,'India's Decision to remain in the Commonwealth'1lou m al of
Com monwealthandCompamtiveP,ollitics, l 2. l97S;1.D.B.M加et, theCom mom l-th
tn theWorl d,London,l958.
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開過程とその歴史的意義を明らかにすることを課題としている。具体的

には. まずl947年夏にイギリス政府内に設置された コモンウェルス関

係調査委員会の審議過程における コモンウ ェルスの間題を析出し, 次に

インドの残留の要請とそれをめぐる コモンウ ェルス諸国の対応を確認し

ながら . 最後にl949年臨時 コモンウ ェルス首相会譲において. イ ン ド

残留がどのような最終決着に至つたのかのプロセスを検討することに

よって, その歴史的意義を検討したい。

n イギリス植民地体制の動据と コモンウ ェ ルス関係委員会の設置

l. コモンウ ェ ルス関係委員会の設置

l947年8月l5日にインドが独立した後. インド制意議会(Constituent

Assembly)がめざした新態法は, ウ ェ ス ト ミ ン ス タ 一法の序文と全く相

いれない形で発布されようとしていた。 ネ ー ル は , す で に l 9 4 7 年 l 月

にインド下院における声明,さらにはマウンテンバッテン卿との会談で.
コモンウェルス離脱の方向を固めていた ( I2 )。 したがって, ア ト リ 一首相

C.R. Attleeは, インド独立法制定後のインドとの関係を見直す必要性を

痛感して, コモンウ ェルス関係の在り方のみならず. イギリス王冠を受

け入れなぃ場合のインド残留の可能性を検討するために, 大臣からなる

小規模な非公式委員会をイギリス政府内に設置した ('3)。

( l 2 )  M. Brechel:, op.cit.,pp. 70-7 l ;  Cyriac Maprayil, Nehr u and theCom monwealth,
New Delhi,l976,p. l 9.

( l') N. Manserghed.,lle「m nsferof Pow u 1942-47,vol. XL,pp. 22l -224:CP(48)

244The Commonwealth Relationship Memorandum by Prime Ministef.dated on26
Octl948,CABl29/l30. 関僚委員会は. 各省庁の官僚がメンバーとなる省庁間
委員会によって補佐されるのが一般的であった。 こ こ で. 使用する一次史料

の略語を明示しておきたい。 CP(CabinetPaper):間識提出資料. CR(Com-
monwealthRelationCommittee):間僚'委員会関連資料. CR(〇):省庁間委員会
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この委員会にっいて簡潔に述べておく と, 閣僚委員会Minister Com-
mitteeと省庁間委員会〇fficial Committeeから構成されており . 1947年

においては. 前 者 は , 会 合 を 開 か ず , イ ギ リ ス ・ コモンウ ェルスの歴史

的構造やその特質に関する覚書を受け入れたにすぎなかったが,後者は,

戦前のコモンウェルスの歴史的構造と高等弁務官の地位に関して検討し

ていた。 l948年には, 閣僚委員会は,3回開催され. コモンウェルス関

係. 高等弁務官,アイルランドの離脱などの間題を協議した。そして,

l949年には閣僚委員会と省庁間委員会は, と も に 9 回 ずっ開催され,

イ ン ド と コモンウ ェルスの関係にっいてほぼ集中した審識を行つてい

るo

当初の開僚委員会の構成は,首相アトリー, 外相ぺヴィンE. Bevin,

蔵相クリップスS.Cripps, 国璽尚書アデイソン 1卿Visct.Addison. 大法官

ジ ョ ウ イ ッ ト 切 Visct. Jowitt, 植民地大臣ジョー ン ズ A.C.1ones. コモン

ウ ェルス関係省政務次官ウォーカ ー G. W・alkerの7名の他, 内関府の事

務官3名であったが, l949年には. コモンウ ェルス関係大臣ぺイカーN.

Baker. 法務長官ショークレスH.Shawaess. コモンウェルス関係省のリー

シングR Lieschingとレイス ウ ェ イ ト G.Laithwaiteも加わった。事務は内

閣府のプルックN. BrookとルークS. Lukeが担当した ( l 4 )。 また. 省庁間

委員会は. 委員長のN. プルックのほか, 植民地関係省レイスウェイト .
外務省チャールズN.Charlesと フ ァ ー ロ ン グ G. Furlonge. 内務省ホル

ダーネスE.HoldemessとプラスL.S.Brass, 植民地省ジェフリーズC.lef-
friesとデイルW1 Dale, コモンウ ェルス関係省デイクソンC.Dixonから

関連資料. CM (Cabinet Meeting): 開識. PMM (Ptime Minister Meeting): コ
モンウ ェ ウ ス首相会識資料をそれぞれ表している。いずれもイギリス・ナショ
ナル・アーカイプ(TNA)  に所蔵されている史料である。

(!◆) CR(47)2,Co,mpositionandtermsofRefelenee,CABl34m7 ; C R ( 4 8 ) lO Meet-
ing,CABl34/1l8.
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構成された ('S)。 省庁間委員会の役日は. 閣僚委員会で本格的な審議をす

るためのたたき台を作成することにあり , 閣僚委員会から要請された案

件について. 各省庁の意見調整を図ることにあった。具体的な検討項日

は. 王冠theCrownの地位. 外交権限. 外交問題, 防衛. コモンウ ェル

ス協識方法, イギリス国籍及び旅行. 通信. 貿易の8項目であった ( l 6 )。

以下,インドの残留問題に即して, 当該委員会での審議過程を確認して

いきたい。

2. Commonwealthof British andAssociated Nations構想

a. l947年委員会

これまで本国と旧自治領の関係を規定していたのは. l 9 3 l 年 ウ ェ ス

ト ミ ン ス タ 一法のみであり ( l 7 ) , 「 ドミニオン」 Dominionsをカナダ,オー

ス ト ラ リ ア. ニュー ジ ー ラ ン ド, 南 ア フ リ カ 連 合. アイルランド自由国,

ニュー ・ファンドランドとして明記し. 王冠に対する共通の忠誠によっ

て結合され, イ ギ リ ス ・ コモンウ ェルスの一員として自由な連合関係に

あり , 当該国間の関係は対等で. 国内外間題において互いに従属しない

独立国と規定した。 すなわち, 構成国の関係は. 国王主権を受け入れ.
相互協力のための一定の窓政的関係に立つ国家集団とみなされていたの

である ( l 8 ) o

こうした旧コモンウ ェルス体制に対して. はっきりとしたアイルラン

ドの離脱傾向や. 「 ドミニオン」 や国王称号法King's Title Actの'British

l l S )  CR(0) 4 8 l a  Meeting.CAB134川8

( l 6 )  CR(47)3,Present NatulleofCommonwealthRelationship,CABl34/ll7.
l l') ウ ェ ス ト ミ ン ス タ 一法の成立背景については. N.Mansergh,Doc“ments and
Speecheson BritishCom mon、̃,e,alth Affa irs,l 9 3 l- 1l 952,sectionl;R.E.Holland.Britain
andtheCom monwealthA1niance, l9l8-1939,Macmillan,l98l,chaps.4 & 7.

( l 8 )  N.Mansergh,op.cit ,pp. l -2.
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Dominions beyondthe Sea'とぃう表記が平等と独立を表す言葉としては

不適切であるというカナダと南アフリカからの不満, さらには,高等弁

務官が国王の臣民の立場から外交官と対等の外交的地位を与えられてい

ないとぃうカナダからの不満が出された。 また, 旧自治領諸国は. イン

ドのような新加盟国に対して旧自治領と同等の権利・ 自治権を与えるこ

とに同意しっつも , 国王への忠誠を基礎とする旧体制を堅持していく意

識を共有していた ( l9 )。

l947年に闇僚委員会に提出された各種覚書によって. イ ン ド の よ う

な新たな自治国がコモンウェルスの一員となるには. ウ ェ ス ト ミ ン ス

タ 一法を除けばコモンウェルス関係を規定している制定法がなく . 精神

的紐帯意識と利書関係に基づく しかない状況が明らかとなった。そこで.
当委員会は, 取り扱うべき問題を, 王冠との関係と国籍の問題に絞り込

んだ。 王冠の問題は. 本国と コモンウ ェルス諸国との間を結びっける唯

ーの公的繁がりであり , この関係を認めない場合には, コモンウ ェルス

組織の弱体化を引き起こすことからメンバーとして認められないという

ことであった。 王冠に対する患誠はコモンウ ェルス残留のための極めて

重要な要因と認識された。他方, 国籍の問題にっいては, l948年イギ

リス国籍法British Nationality Act,l948において, メ ン バ一国の国民を「ブ

リティッシュ臣民」 British Subjectと規定すべきことが示さることになっ

た (2o) o

b. l848年委員会

l948年に入つて第一回閣僚委員会が確認した方針は, イ ン ド と パ キ

スタンに対して, 既存のコモンウ ェルス関係を変更することなく, コモ

( l 9 )  CR(47) l,The Structure ofthe British Commonwealth,CABl34/ll7.
(a) CR(47)3,PresentNatureofCommonwealth Relationship,CABl34川7
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ンウ ェルス内に残留するように説得することであった。その際, 同委員

会は. ア イ ル ラ ン ド と イ ン ド. パキスタンの場合を比較しながら . イ ギ

リス国籍法との関係を考慮して. 「コモンウ ェ ル ス ・ オ ブ ・ ブ リ テ ィ ッ

シュ ・ ア ン ド ・ ア ソ シ エ イ テ ッ ド ・ ネ ー ションズ」 Commonwealthof

British and Associated Nationsの構想を考案した (2 l )。 この構想に示された

「イギリス国家」 British Nationsとは. 植民地や王冠に忠誠を番う旧自治

領国家であり . 「連合国家」 AssociatedNationsとは, 王冠に忠誠を誓わ

ない国家であり . 二層国家構想が想定された。 コモンウ ェルス関係を明

確に示し. 政策の転換をもたらそうとしたのであった。間僚委員会は.
イギリス国籍法との関連についても, イギリス国籍法の中に, 「イ ギ リ

ス臣民」 の代わりに 「コモンウェルス市民権」 Commonwealth Citizen-
shipを想定することを旧自治領諸国へ提示すべきであると内閣に提案す

るっ もりでいた (u)。

この時は, まさにアイルランドのデ ・ ヴ ァ レラMr.De.Yaleraがイギ

リス国王の権限を外交間題に制限した1936年行政権限法の廃止を検討

し. ビルマがコモンウ ェルスから離脱の方向を示す一方でCn). インド制

態識会は, 主権 - 民主制・ 共和国Sovereign Democratic Republicの形を

と り な が ら コモンウ ェルスに留まる意向を強めていた時期であった。 -
方, イ ギ リ ス は. アジアにおける コ ミ ュニスト拡大の脅威を痛感し. さ

らには西欧同盟West Unionの早期実現に向けて積極的に交渉してぃた

( 2 l )  CR(48)l,Commonwealth Relationship,CABl34/ l18.
(n) CR(48 ) laMeeting ;CR(48) l ,CABl34/ l l8. イギリス内開府は. ネール首

相との往復書簡のやりとりによって. 大幅な頭歩をしてまでもインドの残留
を要語していたことがわかる。 PREM8/820.

(u' ビルマの独立承認にっいては. 次の史料を参照。 CP(45)2ll,Develpoment
in Burma,CABl29/3;CP(47)27S. Procedure for Transl'er of Power in Burma,
CABl29/2l;CP(48)l49,Tllle PoliticalSituation in Burma,CABl29/27.
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時期であり , コモンウ ェルスとの結束は不可欠となっていた。 この素案

を閣僚委員会に進言した省庁間委員会は. イ ン ド. パキスタンの離反が

コモンウ ェルスの対外的威信を失墜させる危険性を懸念する意見が強

く . 特にソ連陣営やアメリカ陣営から政治的経済的に自立した西欧同盟

の強化のためにはコモンウェルスの再編・強化が不可欠であると認識し

た (24)。そのために.一つの打開策として 「コモンウ ェルス・オブ・ブリ

ティッシュ ・ ア ン ド ・ ア ソ シ エ イ テ ッ ド ・ ネ ー ションズ」 という二層国

家構想を提案したのである。

第一回間僚委員会の役割は. 省庁間委員会からの報告に基づいて. コ

モンウェルス関係の枠組みをどのように再編すべきかの課題を提示した

ことにある。 l948年5月3l日に開催された第二回間僚委員会は. 省庁

間委員会の第三報告を手掛かりに, コモンウ ェルス関係と高等弁務官の

地位の問題を検討している (2S)。 省庁間委員会の報告によると . 既存のコ

モンウ ェルス関係の基本的要素を, 王冠の地位. 共通の市民権, 経済的

協力. 外交政策に関する協議,防衛協力の5分野に限定し, 王冠に対す

る忠誠を認めない国家を残留させるための最小限の公式紐帯条件とは何

かという問題を検討していた。その際 「連合」 Associationとは. 独立諸

国家の連合であり . 「 ド ミ ニオン」 という用語を使用せず. 対等な地位

を明確にすべきであることを確認した。 また. インド,パキスタンがゥェ

ス ト ミ ン ス タ 一法と相いれない共和国意法を採用する場合には,国内及

び国外の両方の局面で新国家元首がイギリス国王の代理representative

としての役割を果たすべきであるが. たとえ外交権に限定した国王の支

(24) CR(48)l,paras.9- l0.
(2S) CR(48)2,CommonwealthRelationship,CABl34/ll8. 高等弁務官の間題につ

いては. 拙積 「ア ト リ 一政権下における新コモンウェルス体制の成立」 (東北
学院大学オ ープンリサーチセンタ 一年次報告19:第 S 号. 20l2年3月を参照)。
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配権 jurisdictionを受け入れる場合のみになっても残留を認めることが

望ましぃことを示唆した。 また,国王称号法の変更や.「プリティッシュ」

という用語にっいては. 削除の要望が出されたにすぎなったために, 「コ

モンウェルス・オプ・プリティッシュ・アンド・アソシェイ テ ッ ド ・ ネ ー

ションズ」 の内容をさらに検討するように省庁間委員会に要請した。

l948年7月27日の第三回閣僚委員会は. その構想に関して提出され

た省庁間委員会の第四報告を検討した (26)。 その報告によると , この構想

の利点は, 王冠に対する共通の患誠を誓う旧自治領間の既存の関係を温

存し, 同時にその患誠を受け入れない 「連合国家」 をもコモンウ ェルス

内に留め置くことが可能となることにあると , 強 調 さ れ た。 しかし, 二

重構造をインドとパキスタンに強要すれば, コモンウ ェルスの続合力は

弱まりかねず. 冷戦体制における第三勢力としてのコモンウェルスの影

響力を背景と した西欧連合の構想が失敗に終わるのではないかという懸

念も改めて表明されていた。 そのために. 旧自治領と新加盟国との続合

性を失わないような, 新加盟国の権利や義務に関する新たな協定を結ぶ

ことが不可欠であると考えられたのである。その権利として, 共通の地

位(市民権). 最恵国待遇協定. コモンウェルス請国間の協識権. 除名

権が挙げられたが. 意政的リンクに基づかない市民権を外国が承認しな

いだろうとぃう危惧の念が示されるとともに. 新加盟国に付与された特

権が最惠国待遇条項によって請外国にも拡大されてしまうのではなぃか

という危険性にっいても不安が払拭されなかった。 結局, 省庁間委員会

は. この新連合方法には反対の結論を下していた。

省庁間委員会の報告を検討した関僚委員会も, このタイトルから 「プ

リティッシュ」 とぃう語句を削除することへの抵抗が非常に強いことを

(n) CR(48)4,Commonwealth Relationship,CABl341 ll8.
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意識しながら. この構想がコモンウェルス内の2つのグルー プを顕在化

させて相違のみを強調してしまぃ. それぞれのグループのメンバー シッ

プを定義しなければならなくなり. しかも. 新旧加盟国間で支配従属の

差別を内包してしまう可能性もあることに関して, 省庁委員会に同調し

た。論点は. 結局. 国王との関係であり ,新加盟国の国家元首が国王の

権限をどこまで認めるかとぃうことであった。アイルランドが下院Dail

において. コモンウ ェルスからの離脱を宣言したことによって. イ ン ド

との相違がより明確になって. インドが残留を希望する以上. その意向

を認める空気が強まっていた (27)。 しかし, 閣僚委員会は. 明確な結論を

出すことなく . 省庁間委員会の結論を支持しっつ. l0月のコモンウ ェ

ルス首脳会議までに. 残留のための最小限の条件を旧自治領諮国と調整

をはかることで. 最終決定を保留した (28)。

インドの動向如何によって速やかに行動を迫られることから. ア ト

リーは,この委員会の暫定的見解をカナダ, ニュージーランド, オ ー ス

トラリアの各首相に伝え, l948年l0月のコモンウ ェルス首相会議で議

論する意向を示した。 同年8月に内閣府事務官プルックは, 文書ではな

く直接訪間して各国首相の意向を確かめるように指示され, オタワでは

首相キングM. King. 外務官僚. キャンぺラでは首相チフリ ー Chifley や

外務官僚. ウ ェリントンでは首相フレイザーFrazerや外務官僚を訪間し

(2') ア イ ル ラ ン ド の一連の離脱過程について. 次の史料を参照。 CP(48)205,,

EireandtheBritishCommonwealth,l29/29;CP(48)220;CP(48)253,Eireandthe
British Commonwealth,l29f30;CP(48)258,Eire Relationswiththe Commonweall:h,,

CABl29/30;CP(48)262,Repealof Eire Executive Authority (ExtemalRelations)
Act,l936,CABl29/30;CP(48)263. RepealofEire Executive Authority(External
Relations)Act,l936.CABl29/30;CP(48)264,Repealof Eire Executive Authority
(ExternaI Relations)Act,l936.CABl29/30;CP(48)268,Repealof Eire Executive
Authority(ExternalRelations)Act. l936,CABl29/30;CP(48)272,Eire's Future
Relations with the Commonwealth,CABl29/3l.

(n) C R ( 4 8 ) 3''a Meeting,CABl34/ll8.
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た (29)。 彼らとの協識において, これまでの旧自治領の関係を阻害しない

ことを条件に, インドとの新たな協力体制の確保が了承されたことで.
ブルックは, 提案された 「コモンウ ェルス ・ オ ブ ・ プ リ テ ィ ッ シ ュ ・ ア

ン ド ・ ア ソ シェ イ テ ッ ド ・ ネー ションズ」 構想をあきらめ. 意政上の改
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
正を行うことなく コモンウ ェルスのすべての自治国を単一のシステムと

して維持していく方針を示すに至つた。 もしインドが共和国態法を採択

した場合でも. 外交関係において新国家元首(大続領)がイギリス国王

の代理となるとぃう国王支配権を受け入れれば. インドのコモンウ ェル

ス残留に間題はないと判断した (3o)。

閣僚委員会は. この外交成果を踏まえて. l0月26日に開催予定のロ

ンドン首相会議に向けての対応策の検討に入つた。その要点は, ① 旧

コモンウ ェルスのフル ・メンバーシップを維持すること, ② ア ジ ア,

アフリカ諸国が, ウ ェ ス ト ミ ン ス タ 一法に規定されている王冠に対する

忠誠を拒否してもコモンウ ェルスの残留を認められること. ③ 「コモン

ウ ェルス ・ オブ・プリティッシュ ・ ア ン ド ・ ア ソ シェ イ テ ッ ド ・ ネー ショ

ンズ」 構想を放棄し . 「一つのコモンウェルス」 の一員として新加盟国

を組み入れること . ④ そ の 際. 外交関係における国王の支配権 luris-
dictionを受け入れることを条件とすること. ⑤新加盟国が限定された

国王の権限を認めれば. イギリスは意政上の改正をしないことを宣言す

る こ と . ⑥表記上 「自治領」 Dominions や 「イ ギ リ ス・コモンウェルス」

(29) CR (48)5,Commonwealtl● Relationship :Consultations with Canada,Australia,
NewZealand,paras.4-2.CABl34/ll8.

(n1 CR(48 )S ,pala.3. アイルランドについては. コモンウェルスからの離脱
に反対をしなぃが. 外国として見なされることを確認している。また. カナ
ダは国王称号について. 英領自治領の表記をさけ. プリティッシュBrit ishを

明記し. イ ギ リ ス ・ コモンウ ェルスBritish Commonwealthとすることを要請
している。
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British Commonwealthではなく .「連邦国家」CommonwealthNationや「諸

国家の連邦」 Commonwealth of Nationsという用語を用いることが望ま

しぃとぃうものであった (1n)。要するに, インドを コモンウェルスに残留

させるための最小限の条件は, 外交関係における王冠を承認することに

絞り込まれたのである。

m イン ドの独立違成から コモンウ ェ ルス残留決定へ

l. l 9 4 8 年 l 0 月コモンウ ェ ルス首相会識

l 948年2月, ソ連がチェコスロパキアに侵攻し, 6月にはぺルリン封

鎖を実施したことで, 西ヨー ロッパにおける共産主義拡大の脅威が一層

強まったことから. イギリスは. 西ヨーロ ッパの安全保障の観点から防

衛体制の確立を迫られていただけでなく , 財政負担の拡大から ドル不足

が深刻化し, 国際収支危機に陥る危険性が高まるとともに. インドをは

じめとするスターリング圈国家がスタ ー リング・バランスから多額の資

金を引き出す危険性にも直面していた (32)。

戦後初めて開催されたl946年コモンウ ェルス首相会識が, コモンウ ェ

ルス体制の結束を確認するために旧自治領首相のみの連絡会識であった

のに対して (n), l948年l0月の同首相会議は. ヨ ー ロッパ復興計画に絡

んだイギリス財政立て直しのための支援を受けることを日的として. イ

('l )  CR(48) 5,appendix (Drafi Statement of GeneralPrinciples for Discussion atOcto-
ber Meeting of Commonwealth Prime Ministers).

(u) ?e Useof the Sterling Balances' the Eastern Ecol ;om ist,23lullf. l 948 ; 'India and
the Sterling Ara' I ndia Q uarterly, 5-3. l 9 4 9 ;B.R.Tom「inson,'Indo-British Relations
in the Post-ColonialEre:The Sterling Balances Negotiations,l947-49',1lou m al of
lmperialandCom monwealthHistory,,voLl3, l985.

(n) この会識の概要に っい て は. British CommonwealthPrime Ministef. l948,
CAB2l/l798を参照。
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ン ド. パキスタン . セイロンの各首相も初めて参加を認められた会議で

あった ( ';4)。 イギリスは. コモンウ ェルスとの強力な協力関係を維持する

ことによって独自の政治勢力としての地位を保持しようと画策してい

た (3S)。 そのためこの首相会議は. 彼らの協力を得る方策の一つとして外

交. 経済, 防衛などのコモンウ ェルス全体にかかわる問題に関する本国

と旧自治領国との協議機関としての首相会識. 間僚会議, 高等弁務官の

役割などを検討し. コモンウ ェルス体制の再建をめざしていたのであ

る (36)o

ここで確認しておきたぃことは. 二つであり . そのひと っは. 最終コ

ミ ュニケにおいて, 「ブリティッシュ」 Britishという言葉が使用されな

かったことである。 これは, コモンウ ェルスの各国政府首相との会談に

おいて, 「プ リ テ ィ ッ シ ュ ・ コモンウェ ウ ス ・ オ プ ・ ネ ー シ ョ ン ズ」

British Commonwealth ofNationsから 「ブリティッシュ」 の語句を削除す

ることが望ましぃという意見を反映していた。その意図は, 制度的改正

を伴わずに コモンウ ェルス体制が拡大した様相を一般に知らしめるため

であった。 さ ら に. 独立後に人種や歴史の観点から 「イギリス臣民」

British Subjectとして規定されないとしてもコモンウ ェルス内に留まれ

(u) l948年コモンウ ェルス首相会譲の識題は. ソ連をめぐる国際関係. ドイッ
の将来. 日本間題と太平洋の将来. 西ヨーロッパとの協調による コモンウ ェ
ルスの利益. ヨーロッパ経済復興計画. コモンウ ェルスの経済開発. 防衛間題.
コモンウ ェルス協識機構の間題であった。 Meeting ofCommonwealth PIime
Ministers,l948.CABl33/88

('S) PREM8/734,Commonwealth Intel1est i 」nCollalborationwith Westem Europe.
o6)  この首相会識において. コモンウ ェルス語国の情報交換は. 政策の検討過

程で協識されることが望ましぃとした上で. 外交間題に関しては大臣レぺル
で年l回可能であれは2回ほど. コモンウ ェルス語国の主要都市で開値され
る こ と . ロンドンの高等弁務官は情報交換のために本国において外務大臣に
接見が可能であること. 経済・金融間題や防術間題に関しても大臣レぺルで
の会識lの開他が承認された。 同会識の識事録については. CABl33l88を参照。
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るように配慮していることを示そうとしていたのであるC;7)。 もう 一つ

は. この会議がコモンウ ェルスの一員としてインド. パキスタン. セイ

ロンの参加を初めて認めて, コモンウ ェルス間題を協識したことである。
・ ・ ・ ・ ・ ・

この協議体制が, 参加国が対等で本国と双方向的関係を認め. ヨー ロッ

パの安全保障体制に向けてのコモンウェルス体制の紐帯意識の基盤を生

み出し, イギリスの世界戦略上極めて重要な意味を持つたことであ

るC;8) o

この首相会議中に. アトリーと旧自治領首相は, 非公式な会談によっ

て, 進展していたアイルランドとインドの情勢にっいても対応を確認し

合つていた。 アイルランド政府は, l936年行政権限法の廃止を決定し

たことで. 王冠の認知を含めたイギリスとの制度的関係の断絶を明白に

した。この法律は. アイルランドを コモンウ ェルスに繁ぎとめる最後の

制度的連携であったが, アイルランド政府は. 公式にこの法律を廃棄す

る決定を下した。 しかし. アトリーは. この事態に対して, 依 然 と し て

新たな条件でコモンウェルスとの関係を継承したい意向を持ち (39). カナ

ダ, オ ー ス ト ラ リ ア , ニュージーランドの代表も, イギリス政府に対し

て, アイルランドのコモンウ ェルスへの復帰を閉ざすようなことがなぃ

ように要請し, 互いに対応を確認し合つていた。 したがって, アイルラ

ンドの同法案廃止手続きの延期に関してアイルランド政府を説得しよう

としたが(4o). 結局. 失敗に終わり, アイルランドの脱退によるイギリス

(:;7) CM (48) 67th Conclusions280ct.l948,para4.CABl28/l3.
(';o) 抽稿「ア ト リ一政構下における コモンウ ェルス体制の成立」; K.Srinivasan

1 heRjse,DedineandFutulrtofthe ,Britisha'm monwaanh, Palgrave,2005.pp. l 7- l9.
(”) CP(48)244,TheCommonwealth ltelationship,para.2,CABl29f30.
(o CM(48)67o 〇ondusions,Minute3.CommonwealthR1elhtions,CABl28ll l 3. アイ

ルランド国内の動きにっいては. 松田幹夫. 同掲書. 第6章を参照。
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への影響に関する検討に入らざるをえなかった (4 I )。他方, イ ン ド は , 新

インド意法において. 「主権・独立・共和国」 Sovereign independentrepublic

を明記しっつも . インドの外交関係ExtemalRelationsにおける国王の支

配権を容認する可能性を示していた。 この動向にっいて. カナダ. オ ー

ス ト ラ リ ア , ニュージーランドも歓迎の意を示していた。 インドの世論

の変化にっいては. タ イ ム ズ ( ロ ン ド ン ) 紙 ( l 9 4 8 年 l 0 月 2 8 日 ) も

好意的論評を掲故していた。

2. インド首相ネールの l 0原則

l 948年l0月28日のイギリス政府の間議は, 大法官に対して, ネ ー

ルから送付されたl0原則がインドをコモンウ ェルスに留めるための法

的根拠を与えるかどうか, 及び請外国との既存の協定における最恵国待

遇の要求を拒否する法的根拠を与えるかどうかを検討するように要請し

た。 ネールから送られたl0原則の要点は. 以下の如くであった (42)。

l. インドの地位(政体)に関する宣言は, 態法において行う。

2. l947年インド独立法は,窓法の条項と矛后すれば廃止する。

3. インド意法であれ,インド国籍法であれ. 規定はイギリス国結

法と関連させなければならなぃ。 イギリス国籍法において, イ

ンド国民はコモンウ ェルス市民とみなされ,他方. インド在住

のコモンウ ェルス国家出身の人々もコモンウェルス市民とみな

される。

l4 l )  CM(48)59tb Condusions,CABl28/l3; CM(48)72th Conclusions,CABl28/l3;
CM48) 74'h Concll」sions,CABl28/l3.

( 4a CP(48)254,lndia Relation with the Commonwealth,annex A ( J. Nehru's'Ten
Points'),CABl29/30.
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4. この意政的規定の改正にっいて. インド大統領が同意すれば.
イギリス首相もその改正に関して宣言をする。

5. コモンウ ェルスの第一市民としての国王は, 全コモンウ ェルス

諸国の名誉の根源fountain ofhonorとして. 驚法上の規定によっ

てではなく単に了承や行政的取り決めにおいて承認される (43)。

6. いずれの新法律や新協定においても, コモンウ ェルス諸国は外

国 と し て. 同国民も外国人としてみなされることはない。特に

新商業協定において, コモンウ ェルス請国は最惠国待遇条項に

よって特別の地位を保障され, 外国とみなされない。

7. インド政府は, 代表を派通していない外国において,いずれか

のコモンウ ェルス諸国の大使や大臣に代行を委託することが可

能である。他方, イ ン ド 政 府 は. 国内において他のコモンウ ェ

ルス政府に対する同等の便宣を与える。

8. インド国内におけるインド国民以外のコモンウェルス市民に対

して, インド大統領は, イギリス国王の要請によって, 国 王 の

代理として保護する。他方, 他のコモンウ ェルス諸国における

インド人にっいては,イギリス国王がインド大統領の代理とし

てインド人を保護する。

9. イギリス国王は, 総じてl947年独立法のもとで残存していた続

治権限を放棄する。

l 0. 以上の提案は, コモンウ ェルスのメンバーとして留まりたいと

いう願望を示すもので. 実行可能な方法である。

( 4') 第一市民としての国王とぃう点は. 駐英インド高等弁務官メノンの提案で
あった可能性が高い。これは. 共通の市民権. 互恵主義. 独立の3つを前提
とした発案であった。 M.Breechet,op.cit.,pp.74 -7S.
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このl0原則から明らかなことは. ① あ く ま で も コモンウ ェルス内の

ドミニオンとしての地位を規定したにすぎなかったインド独立法を廃棄

し, インド意法における完全独立, 主権共和国の立場を明確にしっつ.
フ ル ・ メ ン パ ー シップによる コモンウ ェルス残存を強く希望したこと.
そして②国際司法裁判所において, 外国としてではなく コモンウ ェル

スの一員として扱われるように. コモンウ ェルス市民権を通じて国王と

の関係を示そうとしたことであろう。

こ の lo 原則に対する大法官と法務大臣による見解は. 以下の如くで

あった (44)。 もしインド制意議会がインド意法を制定すれば, インドにお

けるイギリス国王の主権は消滅し, インドは完全に国王の自治領ではな

く な る た め , イ ン ド がコモンウ ェルスに留まることになれば,市民権法

の改正が必要となり. インドがイギリス及びコモンウェルスとの関係に

おいて外国とみなされてしまうかどうかである。 かっては 「隆下の自治

領」 His Majesty Dominionsという言葉から明らかなように, イギリス国

王がコモンウ ェルス諸国の主権を保有し, 王冠に対して共通に忠誠を誓

うことが求められていた。 しかし. この条件を堅持することが困難とな

り. より緩やかな王冠に対する精神的紐帶の維持でもって コモンウ ェル

スのメンバー シップの条件を満たすかどうかが間題となったという認識

が示された。 彼 ら は. 実際に精神的な紐帯を維持する方法として,

① これまでの国王の主権に基づいて長期的に存在してきた コモンウ ェ

ルス体制を全国民が受け入れること,②政府及び議会が依然として連

合形態としての連合を望んでいると宣言すること . ③その条件として

共通のコモンウ ェルス市民權を設定するという見解を示した (45)。 しか

(4●) CP(48)254,annex B :  India, CABl29/30

(4S) 特にイギリス市民権は. 外国人と比較して,入国・滞在指. 参政権. 公務
員資格など特別の地位を与えるため. 特に重要であった。
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し, このような市民権を意法制定後のインドに認めることになれば. 最

恵国待遇条項を盾に, 南米やアラプの請国からも同等の処遇を求めて,

国際司法裁判所への告訴とぃうことも招きかねない状況にあった。

1948年l1月l2日のイギリス政府の閣議は. 大法官の見解にそって,

すべてのコモンウ ェルス国家が, 王冠への忠誠にもとづく国家連合とし

てのコモンウェルスを承認することを宣言し. その絆としてコモンウ ェ

ルス内の共通の市民権によって強化されるべきであることが確認した。

しかし,インドが意法制定後も有利な取り扱いを受ければ,最恵国条項

によって外国からクレー ムがっくという懸念も改めて確認した。問題は.
国際法のもとで, 国王の主権sovereignを認めない国家を含める コモン

ウ ェルスというシステムが承認されるかどうかであった。換言すれば.
国際法では, 「隆下の自治領」 と 「外国」 しか認められていないため,

国際司法裁判所が第三の中間的連合形態を認めるかどうかであった。 ま

ずは現状の意法発布によっては. インドのフル ・ コモンウ ェルス ・ メ ン

バー シップが承認されにく ぃため, 新しぃ概念が必要となるとぃう大法

官の見解をインド及び他のコモンウェルス諸国に伝え. 彼らの意見を求

めることになった (46)。

3. パリ会談 ( l 9 4 8 年 l l 月 l 7 日 )

l 8 4 8 年 l l 月 l 7 日 に ア イ ル ラ ン ド の コ モ ン ウ ェルス離脱問題でパリ

に集結した旧自治領の代表は, 急きょネールのl0原則も検討すること

になった。 イギリスは, 大法官ジョウット卿. コモンウ ェルス関係大臣

ぺ イ カ ー ,  コモンウ ェルス関係省官僚ライッ ウ ェ イ ト と カ ミ ン グー プ

ル ー ス E.E.Cumming-Bruce, 商務省官僚ホルムズS. Holmes. カナダか

( 6) CM(48) 7 l n  Condusions,Minute2, l2Nov. l948,CABl28/l3.
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らは. 外務大臣B.ビァ ソン . 駐英カナダ高等弁務官ロバートソンN.

Robertson, オ ー ス ト ラ リ ア か ら は , 副 首 相エ ヴ ァ ッ ト , 駐 英 オ ー ス ト

ラリア高等弁務官ビー ズ リ ィ l A.Beasley. ニュー ジー ラ ン ド か ら は. 首

相フレイザー,外務大臣マクイントッシュ A. McIntosh, イ ン ド か ら は ,

外相バージパイG.Bajpaiが. それぞれ出席した (47)。

午前の会識は, インド抜きの旧自治領国のみで行われた。最初に大法

官ジョ ウ ッ ト 卿 は. これまでのいきさっを端的に説明した。 l 0月のコ

モンウ ェルス首相会議が終了するまでに, インド問題を積極的に議論す

る機会がなかったが. ネー ル首相が, l 0原則によって コモンウ ェルス

への残留を希望したため,国際法の観点から, 共和国インドを コモンウ ェ

ルスのメンバー として残留させることによって生じる最恵国待遇条項の

適用拡大問題を検討してきたという内容であった。

この問題に積極的に反応したのが, オー ストラリアの副首相エヴ ァ ッ

トであり, l0原則が残存条件を満たしていないことに同意した。 l 0 月

のネールとの会談で, 共和制のもとで大統領がインド国内問題の最高決

定者となるが. 外交問題に関してはイギリス国王の代理者となることを

前提として. インドのコモンウ ェルス残留を約束していたが, こ の l 0

原則では, 核心部分がコモンウ ェルス市民権に限定されてしまい, 王冠

への忠誠間題が消滅していることに不満を述べた。 また. 「国王がコモ

ン ウ ェルスの第一市民である」 という提案にっいても. 国王は市民では

ないと断固拒否する姿勢をみせた。 ネールが. 大使任命や協定調印など

の外交権限おいてイギリス国王との関係を存続させる意向で市民権の間

題を取り上げていることを. ぺイカーから補足説明を受けた後も , エ

(4') CP(48) 286,India's Relatinswith the Commonwealth,app.A (a Record of Discus-
sion with Representative ofCanada,Australia and NewZealand),CABl29/3l.
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ヴァットは,共通の国王. 共通の忠誠がある限り , コモンウ ェルス市民

権の概念に同意することに困難はなぃが. もしその忠誠心を放棄した際

には間題が生じるだろうという見解を堅持した。この見解に, フレイザー

は好意的であったが,カナダのビアソンは,国王との関係よりもインド

の残存をまず優先すべきであるというキング首相の考えを代弁し , エ

ヴァットを章制した (48)。

結局. 午前中の会識における基本的合意は, イギリス国王との実質的

リンクをインドが受け入れることが最も重要であり . インドの国家元首

が限定された外交権の行使において国王の代理者となるべきことを認め

る よ う に ,  ネールの意志を再確認すべきであるとぃう内容になった。 こ

れは. 制定法で規定される必要がないとはいえ. この点を確認できれば.
インドがコモンウ ェルスに残留する場合や最惠国待遇条項の適用拡大を

阻止する場合にも , 国際的にイギリスの主張が認められるだろうと判断

するに至つた。

上述の検討結果を伝えるために, 引き続き同日午後6時から, イ ン ド

外相バージパイを交えて会議が行われた (o)。ぺイカーによる午前中の経

過説明の後に, エヴ ァ ッ ト が 去 る l 0 月 l 3 日 に ネ ー ルとの会談で確認し

たイギリス国王とのリンク問題を問いただすと , バー ジパイは, ネー ル

が連合条件としてコモンウ ェルス市民権を検討していたことを認め, コ

モンウ ェルス市民権という非常に限定された事項での国王の外交権限に

関する妥協であったと説明した。 バージパイは, 国王の権限と市民権の

関係にっいて, もしインド市民が他のコモンウ ェルスに居住した際, イ

ギリス国王は. インド市民の人権や特権の保護者となり , 逆に旧自治領

l4o) lbid.
('9 )  CP(48)286,India's Relationswiththe Commonwealth,app.B(Note of Discussion

in Dr.Evatt's Room,Paris).
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のコモンウ ェ ウ ス市民がインドに居住する場合には, 彼らは国王の代理

者としてのインド大続領の保護を受けることになると, l0原則の内容

をくり返した。しかし. カナダのビア ソ ン を は じ め , 他 の メ ン バ ー も.
この説明に一定の理解を示しっっ も . 依然として国王を第一市民とする

規定については. 改めて強く反対した。

バージパイも. イギリスや他のコモンウ ェルス諸国の立場に理解しっ

つも. ネールを説得することは困難であると考えていたが. この会談の

結果として. 旧自治領国がインドの立場に好意的で, 満 場一致でコモン

ウ ェルスの一員としてインドを承認していることを伝えるつもりでい

た (5o) o

4. ネ ール首相の改訂8原則

ネールは. l 9 4 8 年 l 2 月 l l 日 付 で 駐 英 イ ン ド 高 等 弁 務 官 メ ノ ン K.

Menonを通じてl0原則の改訂版をロンドンに送つてきた。その概要は

以下の如くであった。

l. インドの地位(政体)に関する宣言は, 現在題1法草案において準

備中である。

2. インド識会で可決される国結法は. l948年イギリス国結法の規定

内容を取り入れる。 インド国民を コモンウ ェルス市民とし. また,,

いずれのコモンウ ェルス諸国の国民もインドに居住する場合には

コモンウ ェルス市民とみなす。 この協定は, コモンウ ェルスが超

国家ではなく . コモンウ ェルス市民の概念を受け入れるべく自由

で独立した国家の連合を意味するものである。

(So) パージパイがネールに送つたメッセージの素業については, ibid., app.Bを
参照。
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3. 意法上の問題が解決されれば, インドとイギリスの両首相がその

改正と日的を宣言することになる。

4. いずれの新法律や新協定においても, コモンウ ェルス諸国は外国

として. その国民は外国人として取り扱われないこと。特 に , 新

商業協定において最惠国待遇条項によりコモンウ ェルス諸国は特

別の地位を保障されているため, 外国とみなされないことを明確

にする必要がある。

5. 国交断絶している国について. インドは. 他のコモンウ ェルス請

国の大使や閤僚をインドの代理とすることができる。 その代わり

に, インド政府は, そのコモンウ ェルス請国に対してそれ相応の

便宜を供与する。

6. インド国民以外のコモンウ ェルス市民に対するイギリス国王の義

務について. 国王の要請に基づいてインド大統領がインド国内に

おいて国王の代理としての任務を果たす。 また, 相互条件にもと

づいて. コモンウ ェルス諸国のインド国民対しても同様に扱われ

るo

7. イギリス国王は. l947年独立法以外に新たな法律が制定されてい

ないためにl947年インド独立法のもとで. インドに対する主権

をすべて放棄したことになる。 よって. インド態法が制定されれ

ば, インド国民並びにその代表が主権を行使することになる。

8. 以上のような提案は, コモンウ ェルス連合に残留したぃとぃう強

い希望を表わし.実行可能な内容である。その関係は,疑いもなく .
固定した協定ではなく . 連合による一層の改善がありうる ( S l )。

( S l )  CP(48) 309,India Future Relationswiththe Commonwealth,annex A,CABl29/3l.
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以上の改訂8原則は. イギリス政府が外相バージパイを通じて, ネー

ルに再検討を要請していたことに対する返答であった。それは. イ ン ド

の政体宣言, 国籍問題. 最恵国待遇条項間題. 外交権間題, 国王の権限

と市民権の間題,インドの主権問題, そして, インドのコモンウェルス

残留の強い希望の意思表示からなっており . lo 原則の内容をより明確

にし, イギリスの懸念を払しょくする狙いがあった。 インドが外国では

なく旧自治領と同じように コモンウ ェルスのメンバーであり続けること

を明瞭に宣言したものであり , 国王との関係にっいては, コモンウ ェル

ス市民権を介した国王と大統領との権限を確認し, コモンウェウス市民

権の取り扱いに限定して妥協を図ろうとしたものといえよう。 特に注目

される点は, 旧自治領請国から拒絶された 「国王を コモンウェルスの第

一市民とする」 という条文が削除されていることであった。 これは. イ

ンド側の譲歩を強調する効果があったと考えられる。

l 948年l2月l5日ロンドンの首相官邸において, ア ト リ ーは, ネー

ルから送付された改訂8原則をめぐって, 再び旧自治領諸国との会識を

開いた。 これは, ネールの返答が届いた時に. 偶然旧自治領に代表がロ

ンドンに滞在していたことから実現した会議であった。 出席者は. イギ

リス代表として. 首 相 ア ト リ ー , 蔵相クリップス, 大 法 官 ジ ョ ウ ィ ッ ト

卿, コモンウ ェルス関係大臣ぺイカー. 総理府ブルック. コモンウ ェル

ス関係省レイ ッ ウ ェイス. カナダ代表として. 外務大臣ビア ソ ン, オ ー

ストラリア代表として副首相エヴ ァ ッ ト , ニュージーランド代表として,

首相フレイザーであった (S二)。

ア ト リ ー は. この改訂8原則によってネールがインド国民会識派の識

(S二) CP(48) 309,India Future Relations with the Commonwealth,annex B (Note of a

Discussion held a t l 0  Downing Streetonl5Dec. l948),CABl29/3l.
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論を踏まえて. イギリス国王との実質的な繁がりを拒否せざるを得なく

なったことを確信するにいたった (S3)。アトリーは,国王との実質的リン

クを伴わない連合によってフル・メンバー シップをインドに与えること

になると , 王冠に対する忠誠という共通の紐帯意識を維持したぃ旧自治

領諸国の弱体化をもたらす危険性があるために, 改訂8原則によっても

フル ・メンバーシップの付与は困難が伴う懸念を繰り返した。 しかし.
アトリーはインドが明確に コモンウ ェルスとの密接な連合を維持するこ

とを望んでいる点にっいては. 改めて高く評価した。その背景には, 東

南アジアにおける共産主義拡大の脅威と未解決のカシミール情勢という

差し追つた問題があったからであった (S')。

遂 に , ア ト リ ー は , インドのコモンウ ェルス残存を最優先すべきこと

を訴え, 基本方針を大きく転換するに至つた。 これまでの識論では. フ

ル・メンバーシップを持つイギリス国家群の中心核と不完全なメンバー

シップを持つ連合国家の外郭から構成される二層国家構想the Common-
wealth of British and Associated Nationsの可能性が議論されてきたが, 結

局,解決策とはならなかった。 インドがフル ・ メ ン バ ー シップの義務を

果たさない場合の最恵国待遇条項問題にっいても, 大法官は. 第4条か

らインドが共和制をとってもコモンウェルスの一員と認められる限り .
インドによる最恵国待遇条項の適用拡大は生じないであろうという見解

を示すに至つた。

このようなイギリス側の見解に対する各自治領の対応は, 好意的で

あった。 まず. オー ストラリアのエヴ ァ ッ ト は. ア ト リ ー とほぼ同じ見

解を示した。 インドを コモンウ ェルスに残留させる最大の日的は,東南

( S') この間題をめぐるイ ン ド国内の利客対立については. M.Brecher,op.cit ,p.66
を参照。

(S●) A.Singh,op.cit. pp.475-477.
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アジアにおける特別の利益を確保することにあった。 国王との実質的リ

ンクをフル ・ メ ン バー シップの条件とする立場から,インド外交大使の

任命権. 条約批准権, コモンウ ェルス市民権に関する国王の権限. さ ら

には精神的紐帯としての王冠の地位を受け入れることをインドに期待し

てきたが. それ以外の特別な連合形態によってコモンウ ェルスの存続は

可能であると譲歩する見解を示した。ニュー ジー ランドのフレイザー も .
ア ト リ 一 及びェヴァットに同調した。ニユージーランドでは, フ ル ・ メ

ンバー シップは国王に対する忠誠を誓う場合のみとぃうのが世論の一般

的形勢であったが,彼は. インドの残留を優先し. 違合の条件をメンバー

シップとの密接な関係に求めるべきでなぃと主張した。 また, カナダの

ピアソンも. フル・メンバーシップと コモンウ ェルスとの関係を分離す

る考えに賛成であった。 彼は, 共通の市民権による連携が, 次第にフル・

メンバー シップの関係へ発展していくだろうという考えを持つていた。

かくして,本国と旧自治領が,アジアの安全保障体制におけるインドの

役割を重視し, コモンウ ェルスの結束を最優先したことから, 旧自治領

諸国が考えてきたフル ・ メ ン バー シップのもとでの国王とのリンクの在

り方が最終的焦点になるに至つた (SS)。

こ の 協 議 後 , ア ト リ ー は, ネー ルに対してl2月l6日付で以下のよう

な内容の書簡を送つている。① 改 訂 8 原 則 は, イギリス国王とのリン

クを通じて コモンウ ェルスの連合を完全な形で継続する条件としては不

十分であるために更なる検討を求めたいこと . しかしながら, ② 再 検

討後もインドの立場を変更できない場合でも. インドをメンバーとして

受け入れ. 密接なコモンウェルス連合を維持していく っ もりでいること.

(SS) CP (48) 309,India Future Relations with the Commonwealth,annex B (Note of a

Discussion he国 a t l 0  Downing Streetonl5Dec.l948).
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③ 第8条で示された コモンウ ェルス残留を強く希望していることを歓

迎するとともに,  コモンウ ェルス連合の在り方を検討する用意があるこ

と , ④第2条で示された コモンウ ェルス市民権の取り扱いにも資同し

ていること , ⑤このメッセージ内容がイギリスのみならず旧自治領諸

国代表の意向も強く反映していることを伝えた (S6)。

他方, l 2 月 l 8 日 に. インド国民会識派もジャイプー ル会議で最終判

断を下そうとしていた。 インドは. アジア,アフリカの植民地支配から

の解放を支援しっつ, 世界平和をめざして世界を分割するような軍事的

関係に巻き込まれないように. 国連加盟の申請を識決した。 また. 完全

な独立と共和国の樹立とぃう点から, これまでのコモンウ ェルスとの連

合関係も必然的に変更せざるをえないこと . そして, コモンウ ェルス諸

国との自由連合を組むことによって. アジア地域における自由主義体制

を維持するために, アジア諸国とのより密接な友好関係と協力体制を作

る希望を示した。 コモンウ ェルス関係の維持という点では, イギリスの

思惑とも一致していた (S7)。 このl2月l8日の決議が. インド国民会議派

の最初の公式表明であった (So)。

改訂8原則の再考要請に対するネールからの再返答はなかったが. イ

ン ド が. フル・メンバーシップを認めなぃ「コモンウ ェルス ・ オ ブ ' プ

リ テ ィ ッ シ ュ ・ ア ン ド ・ ア ソ シ エ イ テ ッ ド ・ ネ ー ションズ」 構想を拒絶

(S6) CR(49) l,lndia's Relations with the Commonwealth,CABl34/ll9; Common-
wealth Prime Ministers, l949onlndian Relations with the Commonwealth,a Ietter
from Commonwealth Relation 〇flice to Prime Ministef.6 ]「an. l949,CAB2l/l8l9.

( S'') CM(49) l7'h Conclusion,3March1949,app. ll,CABl34川9. 世論の動きとし
て, 残留決定がコモンウ ェルス会識等における交渉(特にスターリング・バ
ランスの交渉)においてインドに有利になること報じていたインドの有力紙
EastemEconomistの記事'India and the British Commonwealth'が. 駐印イギリス

高等弁務官を通じて コモンウ ェルス関係大臣ぺイカーに報告されていた。
indiaAttitude towards the Commonwealth,D〇l42/3S6

(S8)  M.Brechef,op.cit,p. 73.
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していることが明白となった。 これまでインドは. 国王との実質的リン

クを伴わないコモンウェルス残留を希望していたことを受けて, イ ギ リ

ス及び旧自治領請国は. 王冠に忠誠を誓わない共和国をコモンウ ェルス

体制に含めるかどうかの問題に直面してきたが. ようゃくここに至つて

インドの残留を容認した上での新たな関係を構築する作業に入ることに

なった。

「V l949年臨時コモンウ ェ ルス首相会議と コモンウ ェ ルス残留の承認

l. コモンウ ェ ルス関係調査間僚委員会の方針決定

l 9 49年l月7日の第l回関僚委員会は. 今後のインドとの関係構築

に焦点を合わせて検討するに至つた。駐英インド高等弁務官メノンは.
ア ト リ ー との協議で, l948年国籍法に基づいて コモンウェルス市民権

を規定し, 国王称号法がインドのコモンウ ェルスの一員であることを明

示すれば. 国王とのリンクを維持できると再提案したものの. ネールか

ら改訂8原則以上の妥協を引き出すことは困難であった。 そのため. 閣

僚委員会は, インドの残留を満場一致で承認したことを踏まえて. 共和

制国家にどのような形でのフル・メンバーシップの権限を与えるかの問

題に検討を絞つた。 まず, コモンウ ェルス市民権と王冠への忠誠との関

係はこれまで不完全ながら歴史的に存在してきたので改めて問う必要が

なく , 王冠を中心に形成されてきた コモンウ ェルスに対する歴史認識の

共有とそこへの残留意思の表明をインド側に明確に確認する必要がある

こ と と . その形の表れとして西欧同盟政策に対応した形での全コモン

ウ ェルス諸国が参加する コモンウ ェルス会議 (国王による召集) を開催
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することを求めた (So)。

しかし,2月8日の第2回間僚委員会は,関僚委員会の決識が不十分

であるという省庁間委員会の見解を受け入れて. 束南アジアにおけるナ

ショナリズムの拡大に対するインドの役割がますます重要になり. イン

ドが離脱した場合. インドを介したイギリスの影響力の低下を招くこと

は避けられないとして. その危険性を強調した。言い換えれば. パキス

タンがコモンウ ェルスに残留し ,インドが離脱するようなことになれば,

インドは. 西側ブロックからも離脱して新たなアジア・ブロックの形成

に向かう可能性があり , アジアの安全保障にとって大きな不安材科と

なってしまうということであった。イギリスは. オ ー ス ト ラ リ ア と ニ ュー

ジーランドの危機感を共有していたのである (6o)。したがって. インドの

残留条件は. 旧自治領と同等の待遇付与以外に方法がないことを改めて

確認した。

翌9日の第3回閣僚委員会では, よ う や く コモンウ ェルス諸国と協議

に入る条件を確認した。 それは. 今後のコモンウ ェルス請国との協議日

程, 最恵国待遇条項の適用, 今後のコモンウ ェルス関係の在り方. イン

ドの残留による政治的. 経済・金融的, 軍事的効呆であった ( 6 l )。 ここで

注日しておきたい点は, 国際司法裁判所においてインドが外国と認定さ

れない必須条件は国王との関係継続であり, その条件が満たされれば同

条項の適用拡大は免れるという判断をしたことである (62)。 また. 残留効

果についても詳細な検討を行つている。 以下, 要点のみ確認しておきた

い。すなわち, ① イ ン ド は , 海 上 貿 易. 海上船舶. 科学技術者の派遺

(S9) CR(49)la Meeting1, CABl34川9.
('oo' CR(49)2nd Meeling,minute2,CABl34川9.
( 6 l )  CR(49)3''ll Meeting,CABl34/ll9.
(a) CR(49)5lh Meeting ;CR(49)5,Documenton Constilutional Questions,CABIM 川9
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や産業設備の導入を海外に依存して. コモンウェルスとの取引はインド

貿易総額の45%に達していること. ② 東 ア フ リ カ ,  マ ラヤなどイギリ

ス植民地に大規模なインド人コ ミ ュニティを持つていること. ③ イ ン

ド人は. イギリスの民主主義の影響をうけて親英的対応をとり続けるだ

ろ う こ と . ④インドの巨額のスターリング・バランスの運用面でイギ

リスとの関係に大きく依存すること . ⑤ イ ン ド は. 戦時,平時のいず

れにおいても. 東南アジアにおける中国の共産主義拡大を阻止するため

に. 軍事施設とマン・パワーの両面から重要な役割を呆たすことになる

というものであった (6S)。 もしインドが外国とぃう立場におかれれば. 以

上の目的は達成されなくなると懸念された。

コモンウ ェルス首相会識が開催される直前の各国首相との事前協議に

お い て , ア ト リ ー は. インド残留の重要性を強調しっつ. イギリス国王

をインドの国王としてではなくコモンウ ェルスの首長として,そして.
コモンウ ェルスの自由連合の象徴として, インドに承認させることが最

も適切な方法であることを確認するつもりであった (64)。そして. イ ン ド

を除外した事前協識が危惧されっつも . 共同宣言を3つのパラグラフか

ら構成することを提案した。 まず第lパラグラフにおいて. コモンウェ

ルス諸国が. 自由かっ独立主権国家として. 自由意思に基づいてコモン

ウ ェルスの一員となり , 国王ジョ ージ6世をその首長と同時に自由連合

の象徴として認知すること. 第2パラグラフにおいて. インドは独立主

( 6') CR(49) 6,India's future Relations with the Commonwealth,CABl34/ll9. l945

年時点で. 既に戰後インドの役割について, ぺルシャ湾及び東南アジアにお
ける安全保障上, インドの役割が極めて重要であることから コモンウ ェルス
内にとどめ置くべきことをインド省が外務省に進言していたことは興味深い。
Far East and Pacific:Policy in the Indian Politicaland Economic Interests in Asia,,

D035/20l2.
(o●) CR(49)7由 Meeting,minutesl&3;CR(49)ll&l2,CABl34/ll9.
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権共和国となっても. コモンウ ェルスのメンパー として残留することを

希望し. そのメンバーとして国王を上述のような自由連合の象徴として

承認すること . そして第3パラグラフは. 他のコモンウ ェルス諸国がイ

ンドを承認することであった (6S)。要するに. 共同宣言の主旨は. 全コモ

ンウ ェルス国家の統合を前提として. インドが主権・独立・共和国の宣

言をするとともに, コモンウ ェルス残留の希望を表明し. コモンウェル

スの一員として. 共通の首長及び象徴としての国王の地位を承認するこ

とであり. 併せて他のコモンウ ェルス請国もそれを承認するための宣言

をする形式をとることであった。その意図は, 国際社会においてインド

がコモンウ ェルスの一員として認識されて. 最恵国待遇条項の適用拡大

を阻止することにあったといえよう。

ア ト リ ーは. 3月3日の間議において, 翌4月に臨時コモンウ ェルス

首相会識の開催を決定し (66), この会議に向けての最終調整のために. カ

ナダ, ニュージーランド, オ ー ス ト ラ リ ァ, 南 ア , パ キ ス タ ン. セイロ

ンの各首相に特使を派通した。 指示内容は. 東南アジアを共産主義拡大

を防御するという観点から. インドのコモンウ ェルス残留による政治的

利点を強調し. コモンウ ェルス請国の総意としてインドに譲歩を迫る機

会として臨時の首相会議を開催するとぃうものであった (67)。

(6S) CR(49)7l h  Meeting,app. l&2,CABl34/ll9.
(“) CM(49) l7th Conclusion,minute2,3MaI,chl949,CABl28/l5.
( 6') CP(49)58,lndia's future relations with the Commonwealth,CABl29/33,Notes

on Administrative Armngement printed forthe use oftheCabinetOflice,CAB2l/l8l9.
カナダにはN. プルック . オ ー ス ト ラ リ ア. ニュージーランドには. リ ス ト ウ ェ
ルListowel卿. 南 ア に は リ ー シ ン グ R  Liesching. パキスタンとセイロンには
ウォーカーG. Walkerが派通された。 また. ア ト リ ー は. インドに対しては.
コモンウ ェルス語国に対して首相会議の招集をかけたと電文を送つている。
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2. l949年臨時コモンウ ェ ルス首相会識

臨時のコモンウ ェルス首相会識は. l 9 49年4月22日から27日まで

ロンドンの首相官邸で全6回にわたり開催された。出席者は, イ ギ リ ス

から. 首相,蔵相,植民地関係大臣. 内閣事務官の4名が. コモンウ ェ

ルス請国から. 首相と駐英高等弁務官が. インドとパキスタンからは.
外相も含めてそれぞれ参加した。 特使派造によって会議の狙いが十分に

浸透していた ('a)。

( l )  審識過程

以下. 当該会識において. どのように決着が図られたのか, 識事録に

即して概要を確認していきたい。

4 月 2 2 日(o9)

ア ト リ ー は. これまでのコモンウ ェルス・システムの展開について次

の点を指摘した。 コモンウ ェルス体制は, 世界情勢の変化に対応して変

容しながらも長期的に継続してきたが. その継続の基本的要因には, 共

通項として王冠との意政的リンクがあり. 個々の自由な意思によって結

束が固められてきたのであり . コモンウ ェルス残留を希望する共和国イ

ンドの要求をいかに叶えるかが本会議の焦点になるが, これまでのコモ

ンウ ェルス関係を弱体化させることは絶対しないと断言 した。 今後の審

識に当たって. ① コ モ ン ウ ェルスの連合形態は. 法律や協定によらず,

構成員の善意 goodwm や共通の認識に基づいて維持されるべきこと,

②国際法における コモンウ ェルスの在り方にも留意されるべきこと.

('a) l949年コモンウェルス会識開催に当たっての各国との応答にっいては. 次

の史料が詳しぃ。 Meetingon CommonwealthPrimeMinistel1s,l949on Indian ReIa-
tions with the Commonwealth:GeneraI Arrangement,CA2l/l8l9;Confel1ence of
Commonwealth Prime Ministers:India Attitude towards the Commonwelth,,

CAB2l/l824.
(o' PMM(49)l● Meeting,CABl33/89.
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③参加国全員がインドの残留を望んでいることなどを確認した。

これを受けて. ネールが口火を切り , インドの現状にっいて再確認を

促した。 ネールは. ①l947年の独立以降. 共和制の採用とともに コモ

ンウ ェルスの残留を希望してきたこと. ② コモンウ ェルス連合の条件

となる コモンウ ェルス市民権については, 議論が依然として不十分のま

まであること. ③ イ ン ド は, これまでの国王を中心とした既存のコモ

ンウェルス関係の変更を要求しないことを確認しながら. 自由連合の象

徴としての国王の地位を受け入れることを条件として. コモンウ ェルス

残留とコモンウ ェルス市民権の確保をめざしていることを主張して, 今

後のコモンウ ェルス関係を示唆した。特に, コモンウ ェルス市民権は,

イギリス国籍法に基づき . 互いに外国人として取り扱わなぃことを強調

した。

これに続いて. カナダ. オ ー ス ト ラ リ ア. ニュージーランの各代表は.
王冠に対する患誠の重要性を強調して, イギリスとの制度的関係の変更

を拒否した。特に, オ ー ストラリアとニュージーランドは強固に拒否し

た。ところが, 南アのマランは. 王冠への忠誠心にもとづくコモンウ ェ

ルスの在り方に疑間を投げかけていた。 コモンウェルスは, 王冠への患

誠心に依存するのではなく , 各 メ ン バーの伝統. 帰属意識や状況に応じ

て変容し, 平等と自由を尊重する姿勢に依存することを強調して, その

平等とは, 旧自治領と新加盟国とのコモンウ ェルス間の二重構造をなく

すことであり. 自由とは, 各国が自らの意政形態を决定する自由を持つ

ていることであると主張して. インドの立場を擁護した。

しかし. パキスタンは, 国家独立の重要性を強調しっっ. マランの指

摘した自由にっいては否定的見解を示した。 つまり. 一旦共和国の加盟

を認めると . 後続が次々と現れ, コモンウェルス体制の弱体化を導く可
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能性があることを危惧した。 また. セイロンも, コモンウ ェルスの団結

の重要性を強調して, アジア3国が対等の地位を得られない場合には,

インド間題の検討を延期するよう望んでいた。

こうした議論から各国の現状認識と姿勢が明らかとなり , 大方.

①コモンウェルス諮国がインドとの密接な友好関係の維持を望み, イ

ンドのコモンウェルス残留を歓迎していること, ②新たな世界情勢に

対応するために, コモンウ ェルス各国が. 独立主権を維持しっつもより

絆を強めて世界平和へ貢献すべきこと, ③ 国王との関係を損なわない

ために, 宣言の形でのインドの残留表明が望ましぃと示唆されたといえ

るo

4 月 2 S 日 (7o)

第2回目の会合は. 3日後に開催された。 この間, 各国代表との非公

式会談が持たれ. ネー ルの提案をより簡潔にした宣言案にっいて意見の

調整が行われていた。これらの非公式会談を踏まえて. ア ト リ ーは. イ

ンド政府の宣言と他のコモンウ ェルス政府の宣言の二つを提示した。 イ

ンド宣言は, インド政府が他のコモンウェルス政府に対して,新意法の

もとで主権・独立・共和国を採用することを表明すると共に, コモンウ ェ

ルスへの残留を希望し. コモンウ ェルス内の独立国家の自由連合の象徴

(the symbolofthefi,eeassociation ofthe independent member nations within

the Commonwealth), コモンウ ェルス首長 (the head of Commonwealth)

として国王を受け入れることを宣言するとぃう内容であった。他方. 他

のコモンウ ェルス諸国の宣言は. インド以外のコモンウ ェルス諸国が互

いに国王との既存の関係に何ら変更を加えることなく, インドのコモン

ウ ェルスの残留宣言を受け入れるという内容であった。

C;o) PMM(49)2・Meeting,CABl33/89.
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この二つの条文に関して間題となったのは, 国王をコモンウェルス首

長として認めるかどうかとぃう点であった。マランは, この表現ではコ

モンウ ェルスが超国家を意味し. 各国の主権を制限することになりかね

ないという理由で反対した。 彼は. ウ ェ ス ト ミ ン ス タ 一法ですでに各国

の完全な主権が認められているとして. 王冠は分割されるという原則に

立つており . 今回の表現は. コモンウ ェルスの構造に根本的変化をもた

らすことになりかねなぃと懸念を示した。 また, カナダのビアソンも同

様の考えであった。 この不安に対して. ア ト リ ーは, コモンウ ェルス内

の独立国家の自由連合とぃうことで間題はないと反論し , ネールもこの

語句の使用を受け入れる意思を表明した。そのために, より簡潔な表現

を検討することで一般的原則は了承された。

また, 宣言の構成に関して. 最初に コモンウ ェルス関係に関するこれ

までの歴史的展開を各国の名前を明記してすることを, オ ー ス ト ラ リ ア

とニュージーランドが要請した。 オ ー ストラリア案は,インド以外の各

コモンウ ェルス政府がなんら意政上の改正なくプリティッシュ・ コモン

ウ ェルスのメンパー シップを宣言すること. 及び自由連合の象徴として

の国王に共通の忠誠を誓つて統合されていることを確認するという内容

であった。 ここでは. 「プリティッシュ」 とぃう語句が挿入されている

点に留意すべきであろう。 また. インド宣言を受けて他のコモンウ ェル

ス請国がそれを追認するとぃうセイロンの提案が承認された。セイロン

は, ネー ルの意図を反映してコモンウ ェルス市民権に関する内容を盛り

込んだ代案を示したが. 看過された。かくして. この第二回会識では.
宣言が3つのパラグラフから構成され, ① 全コモンウ ェルス請国のこ

れまでの意政的立場. ② ィ ンドの共和国としてのコモンウ ェルスへの

残留と自由連合の象徴としての国王の承認, ③全コモンウ ェルス諸国
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がインドのコモンウェルスの残留を承認する内容となることが了承され

たo

同日夜9時から第3回会議が開催された ( 7 l )。 この時, ア ト リ ーは宣言

の修正案を提示した。 第lパラグラフにおける'Commonwea l th  of

Nations'を単に'Commonwealth'と表記することが提案されたが. ここに

おいて'British Commonwealth'の如く'British'を入れても. ネールは過去

の事実を示すものとして反対をしなかった。第2パラグラフでは. メ ン

バー シップに 「完全な」 とぃう意味を示すために'full'という言葉が追

加された。 また, 国王の認知にっいて. 'her acceptance oftheKing as a

symbolof the free association of the independent member nations andthus the

Head of the Commonwealth'と表記された。そして第3パラグラフにおい

ては.'1liree and equaI membersofthe CommonwealthofNations'として'British'

を削除している (72)。 そのほかいく っかの語句の修正が加えられた後. コ

モンウ ェルス市民の優先的処遇について, それぞれの国において相互に

外国及び外国人として相互に取り扱わないことが確認された。

4月26日(7')

第4回会議においても, 引き続き用語法の問題が検討された。'King

as Head ofCommonwealth'の表記にっいて. マ ランは. この表記は国王

に新たな意政体を追加することになるとして. 国王の権限に変更を加え

ないために. 'acceptance oftheKing as the symbolofthe liree association of its

independent member nations and as such the Head of the Commonwealth'上

において. 'thus'が'as such'に変更することを提案した。狙いは. 既存

(n ) PMM(49)3''o Meeting,CABl33/89.
(n l  イギリス政府は. すでにl948年l0月28日の間識で. コモンウ ェルス関係

大臣の説明を踏まえて. 「プリティッシュ」の用語を削除する意向を決定して
いた。 CM(48)67lhConclusions,Minute4,CABl28/l:;.

( 71l) PMM(49)4th Meeting.CABl33/89.



イギリスのコモンウ ェルス体制の再綱とインド 83

の態政的関係にいかなる変更を認めず, また国王の態政的機能も認めな

いことにあった。

ニュー ジ ー ラ ン ド や オ ー ス ト ラ リ ア が, 従来通りの国王との関係を堅

持したいという要望から'British'にこだわっていたため, ネー ルは妥協

して, これまでのコモンウ ェルスの歴史を明記する第一パラグラフでは

その表記を認めたが. 今後の在り方を宣言する個所での表記を断固とし

て拒否した。 同日午後9時45分からの第5回会議で. 国王の地位は,'the

symbolof the FreeAssociation and as such the Head ofthe Commonwealth'と

して, ようゃく承認されるに至つた (''4)。

かくして. 最終コ ミ ュニケは. 以下のようにまとめられた。① イ ギ

リ ス, オ ー ス ト ラ リ ア , 二 ユージーランド. 南ア. イ ン ド, パ キ ス タ ン.
セイロンの各首相及びカナダの外相が. インドの共和国宣言及びコモン

ウェルスへの残留希望によって生じる態政的問題を協議するためにロン

ドンに集結したこと. ②その議論の要点は. コモンウ ェルスの既存の

構造とメンバ一間の関係に及ぼす結果に集中したが, 善意と互いに協調

しあう雰囲気の中で協議されたこと, ③ コモンウ ェルス諸国が. 歴史

的にこれまで変化する情勢にその組織や手続きを対応させっつ. コモン

ウ ェ ウ ェルスの統合を強化する資質を発揮してきたことを確認した。

議論の結呆. 最終決議と して次の宣言を採択している (7S)。

The Govemments of the United Kingdom,Canada,Australia,New Zea-
land,South Africa,India,Pakistan and Ceylon,whose countries are united

( 7') PMM(49)5th Meeting,CABl33/89.
(7S) PMM(49)6'h Meeling,Appl-edText ofFinalCommuniquli,CABl33/89. この

最終 コ ミ ュニケは. 駐英アメリカ大使アンダーソンS. Andersonを通じてアメ
リカにも事前に伝えられていた。 なお. 'assuch'の法的解釈については. 松田
幹夫. 同掲書. l4頁を参照。
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allegiance to the Crown,which is also thesymboloftheirfreeassociation,

have considered the impending constitutionalchanges in India.

The Govemment of India have informed the other Govemments of the

Commonwealth of the intention of the Indian people that underthe new

constitution which is about to be adopted India shallbecame a sovereign

independent Republic. The govemment ofIndia have,ho,wev,ef,declared

and al1lirmed India's desire to continue her fullmembersh ip ofthe Com-
monwealthof Nations and her acceptance of the King as thesymbolof

thefree association of its independent member nations andassudl the

Head of the Commonwedth.

The Governments of the other countries of the Commonwealth,the

basis of whosemembership of the Commonwealth is not hereby changed,,

accept and recognize India's continuing membership in accordance with

的e terms of this declaration.

Accordingly the United Kingdom,Canada,Australia,New Zealand,,

South A6rica,India, P出stan and Ceylon hereby dedare thatthey remain

united as firee and equalmembersofthe Commonwealth ofNation,freely

co-operation in the pul1suit ofpeace,llbertyand progress. (本文のゴシッ

クは筆者)

以上の審議過程から明らかなように. この宣言は. 4つのパラグラフ

に変更されており , 第 l パ ラ グ ラ フ で は ,  インドを含めてコモンウ ェル

ス請国が. 自由連合の象徴としての王冠に対する共通の忠誠によって続

合されてきたというこれまでのコモンウェルスの歴史的背景を述べ, 第
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2 パ ラ グ ラ フ で は. これを前提としてまずインドの立場を宣言し, さ ら

に第3パラグラフでは他のコモンウェルス請国が, これまでの体制を変

更しなぃことを条件として, インドの残留を承認するという形をとって

いる。 そして第4パラグラフでは. 世界体制における コモンウ ェルスの

存在意義を宣言している。文字通り . 最後の意図は, 冷戦体制下におけ

るイギリスのプレゼンスの意思表示であったといえよう。

4 月 2 7 日(76)

最終日の第6回会議は.国王の称号と コモンウ ェルスの日的を検討し.
世界情勢を踏まえて対外的なコモンウ ェルスの在り方を確認した。 国王

の政治的権限を薄めてますますシンポル化を強めたことによって, ア ト

リ ーは. ウ ェ ス ト ミ ン ス タ 一法の序文や国王称号法における国王の称号

表記の多様性を各国に認めた。特に. カナダは'British Dominion beyond

the Sea'の表記の修正を, またパキスタンと南アは'Grace ofGod'. 'Defender

ofthe Faith'の語句の削除を求めたが. この会議では変更の手続きにっい

て議論しないことで了承された (77)。 ニュージーランドのフレイザーは,

コモンウ ェルス・システムが. 意政的紐帯のみならず実質的紐帯の強化

を図るために. 外交・貿易・防衛問題に関して相互に情報交換できる体

制を求めた。 ネー ルも, 共産主義拡大の脅威に関して. コモンウ ェルス

諸国相互の協議と協力体制によって. アジア国家の日常生活の不満に日

を向けた対策を検討することの重要性を強調し. 他の首相からもほぼ賛

同を得て,会識を締めくくった。この意思統一が,アジアで初めて開催

される コモンウェルス外相会議に結実していくのである (78)。

(76) PMM(49)6tb Meeting,CABl33/89.
(77) 称号の取り扱いについては次の資料を参照。 PREM8/802; D035/2l87.
(78) コモンウ ェルス外相会識については. 渡辺昭一 「戦後アジア国際秩序の再

編と コロンポ・プランの指針」 「歴史と文化」 (東北学院大学論集)第46号.
20l0年を参照。
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v 小括

ネールは. l949年5月16日のインドの制意議会において. この首相

会議の決議に基づいて正式に コモンウェルス℃ommonwealth of Nations'

のメンバーであり続けることを採択するに至つた (79)。 これは,アイルラ

ンドが正式に コモンウ ェルスからの離脱を定めたアイルランド共和国法

を可決したlか月後であった (8o)。インドのコモンウ ェルス残存に関する

決談は, 各コモンウ ェルス国の議会において大いに歓迎された (8')。 本稿

は. イギリス政府の政策決定過程にそくして. インドの残存問題を検討

してきたが, 最後に, これらの検討を踏まえて , 戦後冷戦体制の成立に

おけるインド残存の歴史的意義をまとめておきたい。

第 l は ,  l949年共同宣言がこれまでのコモンウ ェルス体制の転換を

明示したことである。 この宣言は,l926年バルフォア宣言とl93l年ウ ェ

ス ト ミ ン ス タ 一法によって規定された コモンウ ェルス体制の根幹をなす

国王との関係を公式に転換させたことに最大の意義がある。 コモンウ ェ

ルス諸国は, 王冠に対する共通の患誠によって統合されていたが, もは

や王冠に対する忠誠はコモンウ ェルス関係の本質的条件ではなくなり ,

代わりにl948年イギリス国籍法にもとづいてコモンウ ェルス市民権

commonwealth citizenshipが唯一の意政的リンクの役割を呆たすことに

(n) 1.Nehru, lndlepe1ndenceandAfter,New York,l950,pp. 268- 28l. l7名のう ち 6 名
が反対したが. それは. コモンウ ェルスとのリンクにより英米l車営に組入さ

れる危険性などの理由からであった。 M.Breecltet,op.cit.,p. 79. ネールの演説
の テ キ ス ト に っい て は ,  C.Maprayil, Nehruand theCom monwealth,New Delhi,
l976,app.2.

(oo) アイルランド共和国法案がl948年ll月24にアイルランド下院に提出され,,

行政権限法の廃止によって国王の外交権も排除することになったが. その発
効はl9,49年4月l8日であった。

(ol )  各国の熱烈な歓迎ぶりにっいては. CP(49)l39,The CommonwealthR,elation-
ship,CABl29f35.
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なった。 王冠の忠誠をめぐる妥協点がコモンウェルス市民権の在り方に

集約されていった。 これは. 王冠に対する忠誠とぃうイギリス帝国・ コ

モンウ ェルス体制の絶対的支柱が崩壊したことを意味する。 そして同時

に. このことは. 共和制を採択した国家が今後コモンウ ェルス体制へ復

帰する道を残し , 新たなコモンウ ェルス体制の再編の礎になることも意

味したのである。

第 2 は. 旧自治領と植民地が一つのシステムとして再統合された新コ

モンウ ェルスが, 冷戦構造に適合したシステム転換であったことである。

戦後新たな世界システムの枠組みとして米ソを中心とした冷戦構造の成

立過程とともに. 脱植民地化の過程にも向き合うことを迫られて. イギ

リスが日指した世界戦略は, これまでの帝国システムに代わる新しぃ続

治システムとして, アジア請国を卷き込んだ新たなコモンウ ェルスの再

編であった。 米ソとは一歩距離を置いた第三の勢力として ョー ロッバと

アジアにおける軍事的政治的影響力を堅持していく体制を確立するため

には. 旧自治領と新独立国との連合が不可欠の前提条件になると考えら

れた (82)。 イギリスは. 西欧同盟の結成によって ョー ロッパにおける影響

力を維持させようとしたばかりでなく . 南アジア. 東南アジアそして中

東アジアにおける権益を守ろうとしたのである。それは, ビルマの離脱

ゆえにインドへの期待を著しく高めていったが, 共産主義拡大を恐れて

アジアの安全保障の再編をめざしたオ ー ス ト ラ リ ア やニユージーランド

の思惑とも一致していたのである。 インドの残留は. まさにこうした世

界情勢の下で決定されたと言つてよい。 しかし. インド側の残留の意図

については. 研究史上. イ ギ リ ス と の 政 治 , 経 済 , 軍 事, 文化的なっな

l8二) l970年代のコモンウェルスに対して, Peter Lyon,'The Commonwealth in the
l 97,0s',TheWorl‘lTod,ay, l 97 l.Aprilkrishnan Srinivasan,op.cit,chap. 4.
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がりにおいて有利と判断していたからと指摘されているが. さらに具体

的に検討する余地が残つているように思われる。

最後に. イギリスの思惑とは違つて. l949年決識がコモンウ ェルス

新体制の展開においてアンビバレントな性質を内包したことも指摘して

おかなければならなぃ。 インドの事例によって, コモンウ ェルスの構成

原理は. メンバー シップのみとなり . そのメンバー シップの取得は,独

立国であることとイギリス国王を コモンウェルスの首長として認めるこ

とを条件に加盟希望国が加盟申請し. それを既存のメンバーが承認する

という手続きのみで可能となった。 このことは. イギリス国王が単なる

象徴的首長となり , この首長に対してコモンウ ェルスのメンバーが意政

上の忠誠の義務を負う必要がなくなったために. 不都合な事態が生じた

場合には, 加盟国が自由に脱退できることを意味した。 有形の資務がな

い国王の存在が加盟国側の主体性を強め. 彼らの思惑がコモンウ ェルス

体制を強化したり弱体化したりする要因となったのである。


